
セクシュアルハラスメント事案に係る 

分科会の開催について 

 

 セクシュアルハラスメントを受けたことについては、職場における心理的負

荷となる具体的な出来事の一つとして、「心理的負荷による精神障害等に係る業

務上外の判断指針」のうち別表１「職場における心理的負荷評価表」に位置づ

けられているところである。 

 しかし、セクシュアルハラスメントについては、その性質から、被害を受け

精神障害を発病した労働者の労災請求や労働基準監督署における事実関係の調

査が困難となる場合が多いなどの他と異なる特有の事情があることから、より

深く実態を把握した上で、精神障害の労災認定の基準の検討を行う必要がある。 

 このため、精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会の下、セクシュア

ルハラスメントを始めとする女性問題に詳しい法学、医学の専門家による分科

会を開催して詳細な検討を行い、その検討結果を、専門検討会に報告すること

としたい。 
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（検討事項） 

  ・ 特に心理的負荷が強度のセクハラの位置づけの検討 

  ・ 「発病前おおむね６か月」とする対象期間の検討 

  ・ 繰り返されるセクハラが評価しやすい方法の検討 

  ・ その他運用上で留意すべき事項の検討            等 

 


